
 
 

 
江東区自殺対策計画（第２次） 

～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す～ 

 

(案) 

 

 

 

 

 

 

 

令和７（２０２５）年３月 

 

資料 10-2



 



はじめに 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死で

す。自殺の背景には、精神保健上の問題だけ

でなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、

いじめや孤立などのさまざまな社会的要因が

あることが知られ、それらは複雑に絡み合っ

ています。このため、自殺は社会的な問題で

あると言われています。 

 

江東区は、令和２年３月に「江東区自殺対

策計画」を策定し、総合的な自殺対策を推進してまいりました。国の自殺死亡

率は、平成15年から減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症の流

行の始まった令和２年から増加傾向にあります。区の自殺死亡率は、減少が続

いていましたが、令和３年以降は横ばいで推移しています。国では、令和４年

10月に「自殺総合対策大綱」が見直され閣議決定されました。区は、この間の

社会情勢の変化や「自殺総合対策大綱」を踏まえ、新たに「江東区自殺対策計

画（第２次）」を策定しました。 

 

本計画では引き続き「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

す」を基本理念として掲げ、誰一人取り残さないよう、区民の生きづらさの改

善に資する施策や関連事業をお示ししています。区民をはじめ、区のあらゆる

主体が連携し、地域社会全体で総合的な自殺対策を推進してまいります。 

 

最後に、本計画の策定にあたり、ご審議いただきました江東区自殺対策ネッ

トワーク会議委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました区民

並びに関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。 

 

 

令和７年３月 
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第１章  計画策定にあたって 

 

第１節  計画策定の背景 

わが国の自殺者数は令和元年まで減少傾向で推移していましたが、令和２年以降は３年連続で増

加しています。自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）は、主要先進７か国の中で最も高く、

自殺者数は毎年２万人を超えて推移しており、社会的な問題となっています。 

国では、平成29年に行われた「自殺総合対策大綱」の見直しから５年が経過し、令和４年10月に

新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。見直し後の大綱では、コロナ禍の自殺の動向

も踏まえつつ、これまでの取組に加えて「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」、「女性

に対する支援の強化」、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」などが追

加されました。東京都においても令和５年３月に「東京都自殺総合対策計画（第２次）」が策定さ

れました。 

本区においても、令和２年３月に「江東区自殺対策計画」を策定して全庁的な視野で自殺対策の

総合的な推進を図ってきました。引き続き、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

し、区全体で自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、「江東区自殺対策計画（第２次）」

を策定します。 

 

 

第２節  計画の位置付け 

本計画は、平成28年に改正された自殺対策基本法第13条第２項に基づく「市町村自殺対策計

画」として策定します。また、区の最上位計画である「江東区長期計画」を基軸としつつ、区

の関連諸計画との整合を図りながら策定します。 

 

 

  
江東区長期計画 

江東区 

自殺対策計画 

 
・自殺対策基本法 

・自殺対策大綱 

 
・東京都自殺総合対策計画 
～こころといのちのサポ 

ートプラン～ 

関連計画 

 

●健康増進計画 

●地域福祉計画 

●高齢者地域包括ケア計画 

●障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画 

●こども計画 

など

国 

東京都 

江東区 

連携 
 
 
 

整合 
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第３節  ＳＤＧｓを踏まえた取組の推進 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成27年９月の国連サミットで採択された、「誰一

人取り残さない」ことを誓った令和12（2030）年までに世界中で取り組む17の国際目標です。 

国の「自殺総合対策大綱」では、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社会全体

の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開するものと示

しており、ＳＤＧｓの理念と合致するものであります。 

 

 ○本計画と特に関連するＳＤＧｓの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節  計画の期間 

本計画は、令和７年度からの５か年を計画期間とします。また、社会情勢の変化等を踏まえ、

必要に応じ見直しを行います。 

 

第５節  計画の策定体制 

本計画は、有識者、関係団体、関係機関などで構成される「江東区自殺対策ネットワーク会

議」における審議および全庁的な検討等を経て策定しました。 

また、策定に当たっては、教育関係者、福祉関係者へのヒアリング調査や、パブリックコメ

ントの実施等を通じ、区民をはじめとするさまざまな視点からの意見反映に努めました。 

 

  
意見 パブリックコメントの実施 

意見 

江東区 

情報提供 

意見 ヒアリングの実施 

関係団体・機関 

江東区自殺対策ネットワーク会議 

区民 
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第２章  自殺の現状と課題 

 

第１節  自殺対策に関する国・東京都・区の動向 

（１）国の動向 

・平成18年に、「自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等

の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現

に寄与すること」を目的として、日本で自殺対策に関する初めての法律である自殺対策基本

法（以下「基本法」という。）が公布・施行されました。 

・平成19年には、基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱

（以下「大綱」という。）が策定されました。 

・大綱の策定後、平成24年に初めて全体的な見直しが行われ、「自殺総合対策大綱〜誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜」が閣議決定されました（第２次大綱）。 

・基本法の施行から10年の節目にあたる平成28年には、「誰も自殺に追い込まれることのない

社会」の実現を目指し、自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、基本法が改正・

施行されました。 

・大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針としての性格に鑑み、社会経済情勢の変

化、自殺をめぐる諸情勢の変化、大綱に基づく施策の推進状況や目標達成状況等を踏まえ、

概ね５年を目途に見直しを行うこととされており、平成29年には、基本法の改正や国の自殺

の実態を踏まえ、大綱の抜本的な見直しが行われました（第３次大綱）。 

・そして、平成29年に行われた大綱の見直しから５年が経過した令和４年10月には、新たな大

綱が閣議決定されました（第４次大綱）。見直し後の大綱では、これまでの取組に加えて「子

ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」、「女性に対する支援の強化」などが追加され

ました。 

 

（２）都の動向 

・平成19年１月に、庁内の関係局の緊密な連携の下、自殺対策に資する取組を積極的に展開し、   

自殺のない健康で生きがいを持って暮らすことのできる都民生活の実現を目指すことを目

的に、自殺対策推進庁内連絡会議を設置しました。 

・平成19年７月に、保健、医療、福祉、教育、労働などの多様な分野の参加により、行政・民

間等が幅広く連携して自殺対策に取り組むため、『自殺総合対策東京会議』を設置しました。 

・平成21年３月に、関係機関・団体の連携・協力を強化し、それぞれの役割を踏まえながら、

より効果的かつ総合的に自殺対策への取組を推進することを目的として、東京における自殺
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総合対策の取組方針（以下「取組方針」という）を策定し、その後、国の第２次大綱の決定

等を踏まえ、平成25年11月には取組方針を改正しました。 

・基本法の改正及び第３次大綱の決定を受け、これまでの取組をより一層進めていくことを目

的として、都は平成30年６月に「東京都自殺総合対策計画〜こころといのちのサポートプラ

ン〜」（以下「第１次計画」という。）を策定しました。 

・そして、第４次大綱の改定や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏

まえ、都は令和５年３月に「東京都自殺総合対策計画〜こころといのちのサポートプラン〜

（第２次）」を策定しました。新計画では、悩みを抱える方を早期に適切な支援窓口につな

げる取組を強化することや、こども・女性への支援を更に充実することなどが重点項目とし

て位置付けられました。 

 

（３）区の動向 

・平成13年に、区における地域精神保健福祉を総合的かつ効果的に推進するため、江東区地域

精神保健福祉連絡協議会を設置しました。 

・平成22年に、区全体で自殺対策に取組むため、ゲートキーパー研修を開始しました。 

・令和２年３月に、区のこれまでの取組を充実するとともに、全庁的な視野で自殺対策の総合

的な推進を図るため『江東区自殺対策計画』を策定しました。 

・令和３年３月に、庁内各部署の連携を図り、全庁的な自殺対策の推進に向けた調整を行うた

め『自殺対策庁内連携会議』を設置しました。また、区と関係機関等が協同及び連携して自

殺対策を総合的に推進するため『江東区自殺対策ネットワーク会議』を設置しました。 
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第２節  本区の自殺を取り巻く現状 

（１）統計データからみる自殺の状況 

本区の自殺者数の合計は、平成26年からおおむね減少傾向で推移しており、令和４年と令

和５年は77人となっています。男女別では、令和２年までは男性が女性よりも多くなってい

ますが、女性は令和２年以降から増加傾向にあり、令和３年では男女逆転しています。 

自殺死亡率も、平成26年からおおむね減少しており、令和３年以降は横ばいの推移となっ

ています。全国、東京都との比較では、令和２年までは全国や東京都よりも高いまたは同水

準となっていますが、令和３年以降は下回って推移しています。 

 

■自殺者数の推移【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）（平成26～令和５年） 

 

■自殺死亡率の推移【江東区・東京都・全国】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）（平成26～令和５年） 
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

江東区 20.9 18.2 16.6 17.6 17.0 15.6 15.9 14.3 14.6 14.4

東京都 19.6 18.6 16.6 15.9 16.2 15.5 15.9 16.3 17.2 17.4

全国 19.6 18.6 16.9 16.5 16.2 15.7 16.4 16.4 17.3 17.3
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令和元年から令和５年の自殺者数を男女別にみると、男性は241人、女性は152人で、男性

が女性の約1.6倍となっています。また、年齢層別にみると、すべての年齢層で男性が女性

を上回っており、特に男性40歳代から50歳代、70歳代で高い傾向がみられます。 

 

■性・年代別自殺者数（令和元年～５年合計）【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）（令和元～５年） 

 

  

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 合計

男性 15 26 30 50 50 20 33 17 241

女性 9 22 24 30 20 15 20 12 152
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平成29年から令和３年の有職者自殺の内訳をみると、「自営業・家族従業者」15人（10.1％）、

「被雇用者・勤め人」134人（89.9％）と、全国・東京都と比較して「被雇用者・勤め人」の

割合が高くなっています。 

 

■有職者の自殺の内訳（特別集計（自殺日・住居地、平成29～令和３年合計））【江東区・

東京都・全国】 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル（2024版）（いのち支える自殺対策推進センター） 

 

自殺の手段別にみると、令和元～令和５年の合計で、首つり以外 53.4％と、全国・東京

都と比較して割合が高くなっています。特に飛降りで 34.4％と、東京都との比較で 15.5ポ

イント、全国との比較で 22.9ポイント高くなっています。 

 

■手段別の自殺者数（特別集計（自殺日・住居地、令和元～令和５年合計））【江東区・ 

東京都・全国】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル（2024版）（いのち支える自殺対策推進センター） 

  

東京都 全国

自殺者数（人） 割合（％） 割合（％） 割合（％）

首つり 183 46.6% 59.0% 66.2%

首つり以外（小計） 210 53.4% 40.7% 33.8%

　服毒 9 2.3% 2.5% 2.5%

　練炭等 17 4.3% 4.8% 7.5%

　飛降り 135 34.4% 18.9% 11.5%

　飛込み 7 1.8% 4.4% 2.7%

　その他（小計） 42 10.7% 10.1% 9.6%

不詳 0 0.0% 0.2% 0.1%

合計 393 100.0% 100.0% 100.0%

江東区

手段

東京都 全国

自殺者数（人） 割合（％） 割合（％） 割合（％）

自営業・家族従業者 15 10.1% 14.5% 17.5%

被雇用者・勤め人 134 89.9% 85.5% 82.5%

合計 149 100.0% 100.0% 100.0%

江東区

職業
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令和元年から令和５年における自殺を要因別にみると、「健康問題」が170件、「経済・生

活問題」が47件、「家庭問題」が40件、「勤務問題」が36件等となっています。 

ただし、自殺の原因・動機をみるにあたっては、自殺の多くが、多様かつ複合的な原因及

び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きていることに留意が必要です。 

■原因・動機別自殺者数（令和元～５年合計）【江東区】 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）（令和元～５年） 

 

令和元年から令和５年における、性別、年代別、職業の有無別、同居者の有無別の主な自

殺の特徴は、１位「男性60歳以上無職独居」、２位「男性40～59歳有職独居」、３位「女性

40～59歳無職同居」、４位「男性40～59歳有職同居」、５位「女性60歳以上無職同居」とな

っています。 

 

■地域の主な自殺の特徴（特別集計（自殺日・住居地、令和元～令和５年合計））【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 
※注１区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順としました。 
※注２自殺死亡率の算出に用いた人口は、総務省「令和２年国勢調査」就業状態等基本集計を基にいのち支える自

殺対策推進センターにて推計したもの。 
※注３「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書2013」を参考に推定したもの。自殺者

の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではないことに留意

してください。 

資料：地域自殺実態プロファイル（2024版）（いのち支える自殺対策推進センター）  

上位５区分※注１ 自殺者数
５年計

割合 自殺死亡率※注２

（10万対）
背景にある主な自殺の危機経路※注３

１位：男性60歳以上無職独居 37 9.4% 92.6
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来生
活への悲観→自殺

２位：男性40～59歳有職独居 30 7.6% 30.5
配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕事の失
敗→うつ状態＋アルコール依存→自殺

３位：女性40～59歳無職同居 28 7.1% 19.4 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺

４位：男性40～59歳有職同居 28 7.1% 9.5
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事
の失敗→うつ状態→自殺

５位：女性60歳以上無職同居 21 5.3% 10.5 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

健康問題
経済・

生活問題
家庭問題 勤務問題 交際問題 学校問題 その他 不詳

170 47 40 36 16 10 9 140
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前頁下表の「背景にある主な自殺の危機経路」については、特定非営利活動法人自殺対策

支援センターライフリンク（以下「ＮＰＯ法人ライフリンク」）が実施した調査の知見が活

かされています。 

 

■自殺の危機経路 

以上、10の要因を、「自殺の10大危機要因」としました。 

 

資料：ＮＰＯ法人ライフリンク『自殺実態白書2013』【第一版】2013年３月 

 

②家族の不和（親子間＋夫婦間＋その他＋離婚の悩み） 

③負債（多重債務＋連帯保証債務＋住宅ローン＋その他） 

④身体疾患（腰痛＋その他） 

⑤生活苦（＋将来生活への不安） 

⑥職場の人間関係（＋職場のいじめ） 

⑦職場環境の変化（配置転換＋昇進＋降格＋転職） 

⑧失業（＋就職失敗） 

⑨事業不振（＋倒産） 

⑩過労 
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（２）統計データからみる区の状況 
 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり、令和５年度時点では前年度より増加

して5,497人となっています。 

また、自立支援医療（精神通院医療）の交付者数も増加傾向にあり、令和５年度時点で

10,613人となっています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：業務取得（各年度３月31日現在） 

 

■自立支援医療（精神通院医療）交付数の推移【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「江東区データブック2024」（各年度３月31日現在） 

 

191 261 291 234 267

2,456 2,469
2,809

2,457 2,588

2,079
2,229

2,410

2,215

2,642

4,726
4,959

5,510

4,906

5,497

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

１級 ２級 ３級

(人)

8,384 8,433

10,093

10,985

10,192
10,613

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(人)
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令和元年度から令和５年度にかけて、本区の被保護人員、保護率はともに減少傾向となっ

ています。 

■被保護人員と保護率の状況【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保護率：人口1,000人あたりの被保護人員（単位パーミル（‰）） 

資料：「江東区データブック2024」（各年度３月31日現在） 

 

   ※全国における令和５年 12月の生活保護受給者数は 2,023,180 人で、令和５年の生活保護受

給者の自殺者数は 828 人となっており、自殺死亡率（暫定値）は 40.9 で比較的高い傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,566 9,435 9,250
8,906 8,660

18.22 17.92 17.55 16.64 16.05

0

25

50

75

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

被保護人員（人） 保護率（‰）
(人) (‰)

区における自殺対策の考え方 

 自殺を考えるまでに至った人の気持ちを変えてもらう

には、大変な困難が伴います。区では、いじめ、福祉、障

害等、各種相談窓口を持っていることから、区民の困り

ごとを早期に解決していくことで、生きづらさの軽減を

通じて、自殺を考えるまでに至らないよう全力で支援を

行っていきます。 

相談窓口・専門機関を紹介するリーフレット『こころと

いのちの相談・支援窓口一覧』を作成し、窓口に配架し

ています。 

 

コ ラ ム 
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平成30年度から令和４年度にかけて、本区小学校、中学校の不登校児童・生徒数は、年々

増加しており、令和４年度累計で小学校416人、中学校586人となっています。 

平成30年度以降、いじめの認知件数について、小学校では増減を繰り返しながらも増加傾

向にあり、中学校では令和２年度まで減少傾向でしたが、以降は増加に転じています。 

いじめの解消率は令和３年度まで低下傾向にありましたが、令和４年度には84.8％と前年

度よりも9.2ポイント増加しています。 

 

■不登校児童・生徒数の推移【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「江東区データブック2024」（各年度４月～３月計） 

 

■いじめ認知件数と解消率の推移【江東区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※解消率：いじめ認知件数のうち、解消しているものの割合 

資料：「江東区データブック2024」（各年度４月～３月計） 

327
351

399

449

586

172

217 231

296

416

0

100

200

300

400

500

600

700

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

中学校

小学校

(人)

2,656

3,396

2,782

3,567
3,699

344 321 291 333
442

86.2

76.2 76.2 75.6

84.8

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

認知件数（小学校） 認知件数（中学校） 解消率

(件) (％)
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（３）ヒアリング結果からみる自殺の状況 

江東区自殺対策計画の策定や施策検討のための資料としての活用を目的として、地域にお

いて自殺防止やこころの健康づくり活動に係る関係者・団体・機関を対象に、現在の活動の

状況や今後の課題、方向性等についてヒアリング調査を実施しました。 

 

調査期間 令和６年６月５日（水）～令和６年６月２８日（金） 

実施方法 電子メール・ＦＡＸ・郵送のいずれかの手段にて記入用シートを配付・回収。 

対象者 

【区・教委】 

養護教諭、スクールカウンセラー（ＳＣ）、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 

【関係団体等】 

民生・児童委員、南砂子ども家庭支援センター、地域生活支援センター、 

長寿サポートセンター管理者 

 

■主な意見 

 

 

■児童・生徒の自殺対策や心の健康づくりに実施していること 

・長期休暇明けに、グーグルフォームで学校・家庭での気持ちなどを答えてもらい、気になる生徒

をピックアップ、学校全体で共有し、見守り体制をつくる。 

・スクールカウンセラーだよりを発行して、長期休みの前には、区内や都の電話相談やメール相談

を案内している。 

・（養護教諭として）児童が利用しやすい温かい保健室経営。 

・「いじめに関する授業」を各学級年３回行う。 

・全校での「いじめの標語づくり」を年１回行い、児童のいじめに関する意識の向上を図る。 

・SOSの出し方教育を実施する。（６年） 

・５学年、年度当初にスクールカウンセラーによる全員面接の実施。 

・（養護教諭として）スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携している。 

・1年生対象で年度当初に①養護教諭による保健指導、②スクールカウンセラーによる全員面接を

実施。 

・校内委員会、先生からの情報共有、各ケースなどで、自殺等のリスクと対応を、精神保健福祉士

として伝えている。死にたい、消えたい、自傷行為など話してもいいと思える関係づくり。 

 

■児童・生徒の心身の健康状態で、気になる傾向・課題について 

・SNS、YouTubeなど、TVは見なくても全てネットで情報を得て、見知らぬ人ともあっという間につ

ながってしまう子供達は、常に危険と隣合わせの状態だが、危険を察知する力が弱く、トラブル

を抱えることが多い。休みやすくなり不登校も増えている。 

・社会参加への苦手意識や集団内での自身の考えのアウトプットを行わない傾向がある。これは人

との関わりが必要な時期に人と関われなかった結果（コロナ時期）、コミュニケーション力を高

めることができなかったのではないかと考える。人と関わることの必要性を感じている。 

① 【教育関係者】 
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■自殺対策やこころの健康づくりに関する取り組みを実施する中で、困難を感じていること 

・児童が悩んでいる原因が家庭にある場合、学校ができることに限界を感じる。様々な機関と連携

し支援をつなげていく必要がある。 

 

■自殺対策やこころの健康づくりに関連して、今後取り組みたい、拡充したい活動 

・児童が他者と関わることで学校が楽しいと思える活動を増やしたい。また、教員に負担がかから

ない形での児童の相談体制や支援体制を充実させたい。 

・児童がありのままでよいという安心感が持てる居場所や環境作り（学校・家庭・地域社会）。 

・支援者に対する支援等の専門職向け研修。 

 

■自殺対策に取り組むために、地域での取り組みや区民の意識変革につながるアイデア 

・精神的不調の際に相談にためらいを感じる人が多いという結果から、そこにターゲットをあてる

のは有効なのではないかと考える。そのため、対面より非対面で時間制限なく相談できる無料の

窓口（LINEなど）の周知。地域で横のつながりがもてるような取り組み。 

 

■その他、自殺対策事業やこころの健康づくりに関連する施策へのご意見 

・ヤングケアラー、LGBT、貧困、ハラスメント、長時間労働、病気を苦にしてなど、心の病気や自

殺の理由は様々なので、予防に取り組むのは大変なことだと感じる。 

・「自分も他人の命も大切に思える」感情を幼少期の時から育てることが重要だと思う。学校は、

その一端を担っているので、日々の教育活動に責任を持って取り組んでいきたいと思う。 

 

 

 

■自殺対策や生きづらさの改善に関連する活動で実施していること 

・さまざまな悩みを抱えた人たちを、励ましながら連帯の輪を広げる。 

・訪問で生きづらさなどの発言が聞かれた場合や家族システムの不全などの場合は、関係各所・多

職種（保健相談所など）と連携するようにしている。 

・熱中症注意喚起などで各戸訪問する際に孤立した暮らしを送っていないかなど確認している。 

・地域活動へのお誘い、閉じこもり予防を図るために集まれるイベントへ参加の提案。 

・心配な言葉（変化に気づいたら）をキャッチしたらまずは、相手の気持ちを尊重して傾聴する。 

 

■心身の健康状態や相談内容について、最近気になる傾向・課題 

・他人と交流する機会がなくなり、うつ傾向や認知症症状が出現し家族からの相談が増えた。 

・地域コミュニティの脆弱化。 

・コロナによって、今までの生活が一変。緊急事態宣言での不要な外出の制限、マスク着用等で、

体調不良・不眠・食欲不振・引きこもる状態が増えていた。 

・感染予防のため外出の自粛による閉塞的生活への移行や、社会生活の行動制限による経済的停滞

の影響を受けていたが、現在は、再度コミュニティを再編しようと試行する自治活動の再開・拡

大の傾向がみられている。 

 

② 【福祉関係団体・機関】 
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■自殺対策や生きづらさの改善に関する取り組みを実施する中で、困難を感じていること 

・家庭内の事は外からは見えにくく、個人情報の壁もある。心理の専門職ではないので、対応が難

しい場合がある。 

・生きがいや居場所づくりの取り組みの強化、その活動を広く周知するような取り組みの強化が必

要ではないかと感じる。 

・当センター含む関係機関への相談に関して、敷居が高いと感じている区民が多く、問題が複雑化

してから相談に至るケースも多いように感じる。 

・気軽にふらっと相談ができるような仕組みづくりが必要と感じる。 

・情報提供だけで自身で対応し問題解決する能力が乏しい方が多く、一緒に相談先に連絡するなど

包括的な支援を要することがあり時間や労力がかかる。 

・基本的に来所か電話での相談を主に受けてきたが、メールでの相談が増え、法人としてメールで

の対応をしていないため、困難を感じている。 

 

■自殺対策やこころの健康づくりに関連して、今後取り組みたい、拡充したい活動 

・地域のネットワークをいかして、声かけをしていきたいと思う。 

・町会活動の中で外に出て来る機会を増やせば顔を合わせて声を掛けやすくなる。 

・担当地域の住民のニーズに沿った事業の実施(見守り活動や高齢者の集いの後方支援など) 

・地域のイベント等へのお誘いなどをして、人と気楽にかかわってもらえるようにしたい。 

・できるだけ孤立しない環境づくり。 

 

■自殺対策に取り組むために、地域での取り組みや区民の意識変革につながるアイデア 

・孤立しない、させないための居場所作り。地域内での交流の機会を作る。 

・どの様な思考から自殺に思い至るのか、理解する機会を得る必要があると思う。お節介は迷惑だ

と思いがちだが、他人の変化に気がつくためには他人に興味を持つことが大切。 

・町会や地域ごとにゲートキーパーを学ぶ。 

 

■自殺対策や生きづらさの改善に関連する施策へのご意見 

・今後も、関係機関との関係性を密にしながら情報の共有を図るとともに、適切な連携のあり方に

ついても一緒に考えていけたらと思う。 

・自殺対策事業について把握できていないところもあるので、周知するなど、区内の福祉事業所、

施設とコラボして活動できればと思う。 

 

■その他、自殺対策事業やこころの健康づくりに関連する施策へのご意見 

・コロナ前に、ゲートキーパーの講座を受講したが、状況も変わっているので機会があれば参加し

たいと思う。 

・自分も自殺を考えてしまうケースや、体調不良を理由に自殺未遂に至ったケース、詐欺被害にあ

い、人生に失望して自殺未遂に至ったケースなど様々なケースを対応し、対応に苦慮した経験が

あるので、自殺対策や生きづらさの改善に向けた多様な取り組みは重要であると感じている。 
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（４）前計画の振り返り 

①前計画の目標値 

平成29年７月閣議決定の「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現を目指して～」において、令和８（2026）年までに、自殺死亡率（人口10万人当たりの

自殺者数）を平成27（2015）年比で30％以上減少させることを、政府の自殺対策の目標とし

ています。 

そこで本区では、国の目標値設定の考え方を踏まえ、当面の目標値として、平成27（2015）

年の年間自殺死亡率18.2（人数90人）を、令和６（2024）年までにおおむね30％程度、すな

わち自殺死亡率を約13.3（人数約66人）まで減少させることを目標としました。 

 

前計画の全体目標 

項目 
基準値 
平成27 
（2015） 

目標 
令和６ 
（2024） 

備考 

自殺死亡率の減少 
18.2 

（90人） 

13.3 

（66人） 

国基準による減少率達成を令

和７年とし、計画期間の最終

年（前年の令和６年）に平成

27年度比73％の達成を目指す 

 

参考：年別に換算した目標値（平成27年は基準値） 

年 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 

自殺死亡率 18.2 17.7 17.1 16.6 16.0 15.5 14.9 14.4 13.8 13.3 12.7 

自殺者数 90 87 85 82 79 77 74 71 68 66 63 

対27年比 1 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73 0.7 

 

②目標値の達成状況 

自殺死亡率は、平成27年から令和３年にかけて減少傾向にありましたが、令和３年の自殺

死亡率14.3を底に、令和４年が14.6、令和５年が14.4と横ばいで推移しており、目標に至ら

ない状況です。 

 

実績 

項目 
平成27 

(2015) 

平成28 

（2016） 

平成29 

（2017） 

平成30 

（2018） 

令和元 

（2019） 

令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

自殺死亡率

の推移 

18.2 

（90人） 

16.6 

（83人） 

17.6 

（89人） 

17.0 

（87人） 

15.6 

（81人） 

15.9 

（83人） 

14.3 

（75人） 

14.6 

（77人） 

14.4 

（77人） 
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 ③基本施策毎の達成状況 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

項目 
基準値 

令和元年度 
（2019） 

目標 
令和６ 

（2024） 

実績 
令和５ 

（2023） 

「自殺対策ネットワーク会議」及び「自

殺対策庁内連携会議」の開催 
－ 年間２回開催 年間２回開催 

令和２年、区と関係機関等が協同及び連携して自殺対策を総合的に推進するため、「江

東区自殺対策ネットワーク会議」を設置しました。同じく令和２年、江東区自殺対策計画

の総合的な実施について協議するため、副区長をトップとした「江東区自殺対策庁内連携

会議」を設置しました。以降、併せて毎年２回開催しています。 

 

基本施策２ 自殺対策を支える人材・取組の育成・支援 

項目 
基準値 

平成30年度 
（2018） 

目標 
令和６ 

（2024） 

実績 
令和５ 

（2023） 

ゲートキーパー養成研修受講者数 

（累積） 
1,000 1,630 1,134 

区職員、医療機関、薬局、高齢者施設、学校等の関係機関を対象としてゲートキーパー

研修を実施していますが、令和元年度途中から令和３年度まで、新型コロナウイルス感染

症拡大のため中止を余儀なくされました。令和５年時点での受講者数は1,134人で、目標

の1,630人には至っていません。今後も継続してゲートキーパー養成研修を実施する必要

があり、受講者数を増やすための工夫が必要と考えます。 

 

基本施策３ 区民への相談支援と周知・啓発 

項目 
基準値 

平成29年度 
（2017） 

目標 
令和６ 

（2024） 

実績 
令和５ 

（2023） 

精神的に不調になった時に相談、助けを

求めることにためらいを感じる人の割

合（区民健康意識調査） 

42.3％ 32.8％ 44.2％ 

令和５年度に実施した、江東区民健康意識調査における「精神的に不調になった時に相

談、助けを求めることにためらいを感じる人の割合」は44.2％となり、目標値は達成でき

ませんでした。 

これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛、飲食店等の時短営業、イベン

トの中止、各施設の面会禁止等の行動制限やマスク着用により、対面コミュニケーション

が減少した影響が大きいと考えられます。 
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基本施策４ 生きることへの支援 

項目 
基準値 

平成29年度 
（2017） 

目標 
令和６ 

（2024） 

実績 
令和５ 

（2023） 

ストレスの解消ができていない人の割

合（区民健康意識調査） 
28.7％ 22.4％ 30.1％ 

令和５年度に実施した、江東区民健康意識調査における「ストレスの解消ができていな

い人の割合」は30.1％となり、目標値は達成できませんでした。これは、新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴う外出自粛、飲食店等の時短営業、イベントの中止、各施設の面会禁

止、オンライン授業等の行動制限により、ストレスを解消する機会が減少した影響が大き

いと考えられます。 

 

基本施策５ 児童生徒への支援の充実 

項目 
基準値 

平成元年度 
（2019） 

目標 
令和６ 

（2024） 

実績 
令和５ 

（2023） 

中学生向け相談カード配付先の学校・施

設等 
24校 

中学校24校 

図書館10館 

区役所１か所 

出張所８か所 

計43か所 

中学校24校 

保健相談所 

４か所 

悩みを相談できる窓口を記載した中学生向け相談カードを、令和５年度は、中学校24校

と保健相談所４か所の、合計28か所に配付。令和６年度は、図書館11館、区役所、出張所

８か所に追加配付予定で、合計48か所となり、目標値達成の見込みです。中学校には、全

校生徒分の数を配付しています。 
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第３章  計画の基本的な考え方 

 

第１節  計画の基本理念 

本区では、区の将来像として「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」を基本構想に掲

げ、その実現に向け、「水と緑豊かな地球環境にやさしいまち」「未来を担うこどもを育むま

ち」「区民の力で築く元気に輝くまち」「ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち」

「住みよさを実感できる世界に誇れるまち」の５つを、目指すべき江東区の姿として定め、施

策の展開を図っています。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その背景には、精神保健上の問題だけでな

く、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざまな社会的要因があること

が知られています。このため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリ

スク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを

通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレ

ベル」、「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれらを総合的に推進するこ

とが重要です。 

本計画では、区の基本構想の考えを踏まえるとともに、国の「自殺総合対策大綱」で示され

た基本理念と３つの基本認識を、本区の自殺対策の方向性とし、区民をはじめ、区のあらゆる

主体が連携し、基本理念の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

 

■基本理念 

 

（自殺総合対策大綱の基本理念より） 
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■基本認識 

基本認識１ 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況

に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。 

自殺に至る心理は、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えら

れない状態に陥ることや、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという役割喪

失感から、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追

い込まれてしまう過程と捉えることができます。 

自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的に

追い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症

していたりするなど、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となっている

ことが明らかになっています。 

このように、自殺は、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い込まれた

末の死」ということができます。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底していく必要

があります。 

 

基本認識２ 

年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

全国の自殺者数は減少傾向にありますが、令和２年には新型コロナウイルス感症拡大の影響

等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に女性や小中高生の自殺

者数が増え、総数は11年ぶりに前年を上回りました。令和３年の総数は令和２年から減少した

ものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自殺者数は過去２番目の水準となりました。ま

た、主要先進７か国の中では我が国の自殺死亡率が最も高く、年間自殺者数は依然２万人を超

えており、非常事態はいまだ続いています。 

本区においても、年間の自殺者数は減少傾向にありましたが、直近では横ばい推移となって

います。 

 

基本認識３ 

地域レベルの実践的な取組を、ＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」であり、

自殺対策基本法にも、その目的を「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の

実現に寄与すること」としています。つまり、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進

することが望まれています。 

本区においては、「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」の実現に向けた様々な取り

組みの中に、自殺対策の基本理念とする「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目

指す」との考え方・視点を常に共有しながら、ＰＤＣＡサイクルを通じて、自殺対策を常に進

化させながら推進していきます。 

（自殺総合対策大綱の基本認識より）  
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第２節  計画の基本施策 

国では、地域自殺対策の推進において、全国的に実施することが望ましい施策として、「① 

地域におけるネットワークの強化」、「②自殺対策を支える人材の育成」、「③住民への啓発

と周知」、「④自殺未遂者等への支援の充実」、「⑤自死遺族等への支援の充実」、「⑥児童

生徒のＳＯＳの出し方に関する教育」の６つを挙げています。本計画においては、国の施策と

の整合性を踏まえつつ、心に不安や悩みをかかえる区民が適切な相談を受けられるよう、前計

画同様に相談支援を充実する観点を加えます。また、妊産婦への支援や昨今の女性・こどもの

自殺者数増加等を踏まえ、次の５つを計画の基本施策とし、施策の展開を図ります。 

 

 

基本施策１ こども・女性への支援の充実 

こどもの時から、命や暮らしの危機に直面したときの問題整理や対処のし方を身につけるとと

もに、いつでも安心して相談できる支援体制づくりを推進します。 

また、妊産婦や様々な困難な問題を抱える女性の支援を図り、女性の自殺対策を推進します。 

 

基本施策２ 地域におけるネットワークの強化 

地域の関係機関等が連携し、自殺対策に向けたネットワークづくりを進めるとともに、自殺対

策を総合的に推進する庁内の連携体制づくりを強化します。 

 

基本施策３ 自殺対策を支える人材・取組の育成・支援 

身近な人の不安や悩み、困難に気づき、支援機関につなぐことができるよう、多様な職種や区

民に向けた研修・支援を行います。 

 

基本施策４ 区民への相談支援と周知・啓発 

不安や悩み、困難を抱えている人と、その周囲の人たちが、早期に適切な相談を受けられるよ

う、相談支援体制の充実と相談に関する周知・啓発を行います。 

 

基本施策５ 生きることへの支援 

生きがいづくりや交流・居場所づくりをはじめ、自殺未遂者、遺された人への支援を通じて、

生きることの阻害要因を減らし、生きることの促進要因を増やす取り組みを推進します。 
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第３節 施策の体系 

 

基本 

理念 
基本施策 施策 

誰
も
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す 

基本施策１ 

こども・女性への支援の充実 

（１）こどもへのＳＯＳの出し方に関する教育の 

推進 

（２）こどもへの相談・支援体制の強化 

（３）女性への相談・支援体制の強化 

基本施策２ 

地域におけるネットワークの

強化 

（１）地域におけるネットワークの強化 

（２）庁内の連携・ネットワークの強化 

基本施策３ 

自殺対策を支える人材・取組の

育成・支援 

（１）様々な職種を対象とする研修・支援 

（２）区民を対象とする研修・支援 

基本施策４ 

区民への相談支援と周知・啓発 

（１）多様な相談支援体制の強化 

（２）各種メディア媒体を活用した啓発 

（３）区民向け講演会・イベント等の開催 

（４）学校・地域と連携した情報発信 

基本施策５ 

生きることへの支援 

（１）生きがいづくり・見守り 

（２）多様な交流と居場所づくり 

（３）自殺未遂者・遺された人への支援 
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第４節  目標指標 

令和４年10月閣議決定の「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現を目指して～」において、令和８（2026）年までに、自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺

者数）を平成27（2015）年比で30％以上減少させることを、政府の自殺対策の目標としていま

す。 

本区では、政府の目標値設定の考え方を踏まえた本計画の中間目標として、令和８（2026）

年までに自殺死亡率を平成27（2015）年比30％減の12.7まで減少させることを目指します。ま

た、平成27（2015）年の自殺死亡率18.2から、令和５（2023）年の自殺死亡率14.4への減少ペ

ースを今後も継続すると仮定し、計画最終年となる令和11（2029）年までに自殺死亡率を11.5

未満まで減少させることを目指します。 

 

本計画の全体目標 

項目 
基準 

平成27年 
（2015） 

中間目標（国基準） 

令和８年 
（2026） 

目標 
令和11年 
（2029） 

自殺死亡率の減少 

（人口10万人当たりの自殺者数） 
18.2 12.7 11.5未満 

（参考）自殺者数※ 90人 69人 63人 

 

※令和８（2026）年及び令和11（2029）年の人口は、長期計画における令和６年３月現在の

人口推計を参考に算出。 
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基本施策１ こども・女性への支援の充実 

項目 
現状値 

令和５年度 
（2023） 

目標 
令和11年度 
（2029） 

備考 

新生児・産婦訪問指導実施率 110.2％ 100％ 

現状値算定にあたっての訪問

指導数(分子)は転入・里帰り

出産等も含む４～翌３月集

計、出生数(分母)は１～12月

集計 

ＤＶ等相談件数 7,095件 
現状値より 

増加 
数値は各年度における延べ数 

 

基本施策２ 地域におけるネットワークの強化 

項目 
現状値 

令和５年度 
（2023） 

目標 
令和11年度 
（2029） 

備考 

「自殺対策ネットワーク会議」

及び「自殺対策庁内連携会議」

の開催 

年間２回開催 年間２回開催 － 

 

基本施策３ 自殺対策を支える人材・取組の育成・支援 

項目 
現状値 

令和５年度 
（2023） 

目標 
令和11年度 
（2029） 

備考 

ゲートキーパー養成研修受講

者数（累積） 
1,134人 1,630人 － 

 

基本施策４ 区民への相談支援と周知・啓発 

項目 
現状値 

令和５年度 
（2023） 

目標 
令和11年度 
（2029） 

備考 

保健相談所における精神科医

による精神保健相談の人数 
283人 

現状値より 

増加 
数値は各年度における延べ数 

 

基本施策５ 生きることへの支援 

項目 
現状値 

令和５年度 
（2023） 

目標 
令和11年度 
（2029） 

備考 

連携医療機関から連絡のあっ

た自殺未遂者の内、自殺未遂

者支援に繋げた割合 

81.8％ 90％以上 － 
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第４章  施策の展開 

 

基本施策１ こども・女性への支援の充実 

基本施策１  こども・女性への支援の充実 

（１）こどもへのＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

●命や暮らしの危機に直面したときにも、問題を整理し適切に対処できる力を身につけられるよ

う、こどもの時からＳＯＳの出し方に関する教育を推進します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

健全育成事業 指導室 

健全育成指導及び学校でのいじめ・不登校対策等の取組

みへの支援を実施しています。 

児童・生徒の自殺を予防する取組の一つとして、ＳＯＳの

出し方に関する教育を実施しています。小・中学校、義務教

育学校において、年間指導計画に１単位時間以上を位置付

けています。 

いじめ問題連絡協議会において、ＳＯＳの出し方に関す

る教育についての協議を行い、今後の研修においても活用

していきます。 

児童向け児童虐待

防止普及啓発事業 
養育支援課 

児童虐待防止の区民への啓発活動の一環として、児童自

らＳＯＳを出すことを目的とした啓発物を小学生に配布し

ています。 
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（２）こどもへの相談・支援体制の強化 

●こどもたちが、いつでも安心して相談できる支援体制づくりを推進します。 

●区では、悩みを相談できる窓口があることを周知するため、相談カードを作成し、区立中学生

に配付しています。 

 
■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

青少年相談事業 

（こうとうゆーす

てっぷ） 

青少年課 

ひきこもりや不登校、仕事、人間関係など、概ね15歳から

40歳未満の方の幅広い悩みに対する総合相談を実施してい

ます。 

臨床心理士等、専門知識と経験を有する相談員による個

別面談及び電話相談を行います。また、相談内容に応じてア

ウトリーチ（訪問）による支援も行います。 

まなびサポート事

業 

保護第一課 

保護第二課 

生活保護受給世帯及び生活困窮世帯のこども・保護者に

対する養育支援・学習支援等を実施しています。 

相談支援員がゲートキーパー研修や東京都主催の自殺念

慮の高い方への支援に関する研修を受講し、自殺予防の視

点をもって相談を行っています。 

支援を通じて、本人・家庭の問題を把握し、適切な相談窓

口や支援先の紹介等を行います。 

ＳＮＳを活用した

教育相談事業 
教育支援課 

区立中学校・義務教育学校（後期課程）の全生徒及び、区

立小学校・義務教育学校（前期課程）の５・６年生の児童を

対象に、ＳＮＳを活用した相談窓口「５to９マンデーなんで

もチャット相談」を開設しています。ＳＮＳ相談は、児童・

生徒本人が周りに相談することができなかった悩みごと

や、困っていることなどを、気軽にチャットで相談できる窓

口として利用されています。LINEアプリからの相談方法に

加えて、ウェブサイトからもアクセスできるように相談方

法を拡充し、生徒に貸与されているChromebookからでも相

談することができます。 

相談カード配付事

業 
保健予防課 

悩みを相談できる窓口があることを周知するため、生徒

手帳に挟んで携帯してもらえるサイズの相談カードを作成

し、区立中学生に配付しています。 
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事業名 担当課 事業内容 

心の発達相談事業 保健相談所 

児童の健全な成長と保護者の不安解消のため、心理相談

員が継続した相談を実施しています。 

個別の相談において、その児の状況（ことばの遅れなど）

に関わることだけでなく、家庭生活や経済面など、困難な状

況がある場合は他の相談窓口や支援先の紹介などを行いま

す。 

小学校就学援助事

業、中学校就学援

助事業、小学校特

別支援学級等児童

就学奨励事業・中

学校特別支援学級

等生徒就学奨励事

業 

学務課 

小・中学校、義務教育学校への通学に伴い生じる学用品通

学用品費、給食費等の支給を行っています。 

また、特別支援学級に通学・通級する児童生徒の保護者に

対し、経済的な軽減が必要と認められる方へ、通学に伴い生

じる学用品費、給食費等の支給を行っています。 

窓口対応において、本制度の申請受付以外に、家庭や学校

生活で困難な状況について相談があった場合には他の相談

窓口の紹介を行います。 

幼稚園特別支援教

育事業、小学校特

別支援教育事業、

中学校特別支援教

育事業 

教育支援課 

学務課 

心身障害児等の就園・就学相談、就園・就学後の各種支援

を実施しています。 

一人一人の発達及び障害に対し、必要に応じて教育相談

を行うとともに、就園・就学相談時に、一人一人の状況に応

じて、関係機関との連携をしています。 

スクールソーシャ

ルワーカー活用事

業 

教育支援課 

問題を抱える児童・生徒へのきめ細かな支援を行うため、

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を配置しています。 

こどもが安心して登校できる環境づくりを目指し、巡回

訪問を通して、活動しています。 

教育相談事業 教育センター 

不登校・いじめ・学習・進路・こどもの教育・行動などに

ついての相談、区立幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校

の教育内容に関する相談を実施しています。 

教育支援センター 指導室 

ブリッジスクール（教育支援センター）において、不登校

のこどもに対して教育相談員・サポートスタッフによる学

習指導及び心のケアを実施しています。 

スクールカウンセ

ラー派遣事業 
教育支援課 

スクールカウンセラーを小・中学校・義務教育学校及び幼

稚園に派遣し、悩みを抱えるこどもの相談や、保護者・教職

員への助言・援助を行っています。 

小学校第５学年、中学校第１学年(義務教育学校含む)に

ついては、年度当初にスクールカウンセラーによる全員面

接を実施しています。 
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事業名 担当課 事業内容 

エンカレッジ体験

活動事業 
指導室 

平成26年度より、不登校児童・生徒等を対象にしたセーリ

ングやカヌー等の体験活動を実施しています。 

課外活動を体験することにより、こどもたちに「生きる

力」を身に付ける機会と場を提供しています。 

ヤングケアラー支

援事業 
養育支援課 

ヤングケアラーに関する相談窓口を設置し、当事者や関

係機関等からの相談に応じ、関係機関と連携しながら必要

な支援につないでいます。 
 
 
 
 
 
 

 

  

ゲートキーパーの役割 

コ ラ ム 

 ゲートキーパーは、区役所をはじめ、地域の医療・保健・福祉など、様々な窓口にお

ける相談支援活動において、悩んでいる人に気づき、傾聴し、必要に応じて専門相談

機関へ繋ぎ、見守るなどの適切な対応を図ることができる人です。 

区は、ゲートキーパーを養成し、困っている人に寄り添える人を増やすことで、悩み

を抱える人を支援していきます。 

 

● ゲートキーパーの４つの役割 ● 

気づく 傾聴する 

つなぐ 見守る 
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（３）女性への相談・支援体制の強化 

●妊産婦を支援するほか、ＤＶや性暴力など、様々な困難な問題を抱える女性の状況に応じた支

援施策を推進します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

妊娠出産支援事業 保健相談所 

助産師等による妊婦の面接、育児グッズの配布、産後ケア

事業（ショートステイ・デイケア・乳房ケア）を実施してい

ます。 

面接では妊婦の状況を確認、必要時には妊娠中から支援

を開始、サービス等の利用につなげています。 

産後ケア事業を利用する場合にも、申し込み時に不安の

有無を確認するとともに委託施設との連携などを行い、必

要な支援につなげます。 

また、児童虐待ハイリスクの妊婦・母子に対しては、母体

回復・育児指導等を目的とした支援を実施しています。 

妊婦初回産科受診

料助成事業 
保健予防課 

令和５年11月より、ゆりかご面接を受けた住民税非課税

世帯（生活保護受給者・支援給付者を含む）または、同等の

所得水準にある世帯の方について、妊娠判定のために産科

を受診した際にかかった自費の診断費用に対して、１万円

を上限に助成しています。 

新生児･産婦訪問

指導事業 
保健相談所 

新生児とその産婦に対する家庭訪問指導を行います。 

訪問時に産婦の育児の状況や家庭状況等を詳しく伺い、

育児支援チェックリストやＥＰＤＳなどを用いて、うつ症

状などの心配がないかを確認し、地区担当保健師が他機関

と連携しながら継続支援を行います。 

子育て相談など育

児に関する相談事

業 

保健相談所 

子育てに関する不安や悩みのある保護者を対象に、個別

またはグループによる相談を実施しています。心理相談員

からの助言や、必要時には他の相談窓口や支援先の紹介な

どを行います。 
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事業名 担当課 事業内容 

家庭訪問型子育て

支援事業（ホーム

スタート） 

江東区社会福祉協

議会 

初産婦の方や未就学児（６歳以下）のいる子育て家庭の孤

立防止、育児不安の軽減、虐待予防を目的に、オーガナイザ

ーがマネジメントを行い、トレーニングを受けたホームビ

ジター（ボランティア）が週１回程度、計６回（妊娠中の方

の場合は４回）訪問し、「傾聴」や「協働」を通じて支援活

動を行っています。 

子育て援助活動支

援事業（ファミリ

ー・サポート・セン

ター事業） 

こども家庭支援課 

就学児の預かり等の援助を受けることを希望する人と援

助を行うことを希望する人との相互援助活動に関する連

絡・調整を行う事業です。 

育児の手助けを必要としている人の援助を行うことで、

自殺リスクの軽減を図ります。 

男女共同参画啓発

事業（広報紙 

「PalCato」の 

発行） 

人権推進課 

広報紙「PalCato（パルカート）」を発行し、相談窓口の

案内等を掲載し、情報の周知及び男女共同参画の推進啓発

を図ります。 

男女共同参画学習

事業（学習講座・講

演会の実施） 

人権推進課 

男女共同参画意識の向上や自立に向けた支援、DV防止、セ

クシュアリティについての理解促進などの講座を開催して

います。 

中小企業雇用支援

事業 
経済課 

中小企業の雇用支援策として、こうとう若者・女性しごと

センター事業を実施しています。新卒予定者・若者・女性等

を対象に研修やカウンセリングを行い区内中小企業へのマ

ッチングによる就職支援を行うとともに、企業向けコンサ

ルティングにより人材の定着を支援しています。また、内職

求人・求職の相談及びあっせんを実施しています。 

就職支援の一環として、月に２回、予約制で臨床心理士が

心の悩みを抱えた若年者等からの相談にのることができる

体制をとっています。 

母子健康手帳交付

事業 
保健予防課 

母子健康手帳及び母と子の保健バッグの交付を行い、各

種健康管理についての情報提供や相談窓口の周知を行って

います。 

女性相談事業 生活応援課 
女性の問題一般に関する相談（ＤＶ、性暴力、妊娠・出産

期の相談など）に応じます。 
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事業名 担当課 事業内容 

配偶者暴力防止等

相談事業（女性の

なやみとＤＶホッ

トライン） 

生活応援課 
女性の生き方、ＤＶ、人間関係のトラブルなど、女性の

様々な悩みや不安の相談（必要に応じて面談）を行います。 

配偶者暴力防止等

相談事業（法律相

談） 

生活応援課 
月に３回、予約制で女性弁護士による女性のための法律

相談を実施しています。 

母子生活支援施設

運営補助事業 
生活応援課 

何らかの事情によりこどもの養育が困難な母子家庭のお

母さんと18歳未満のこどもが一緒に母子生活支援施設に入

所し、施設職員とともに自立を目指します。 

 

  

墨東病院との連携による自殺未遂者支援 

コ ラ ム 

自殺未遂者は再度自殺企図することが知られています。区は、自殺未遂者を支え

る取組を行っています。自殺未遂により墨東病院へ救急搬送され、連携に同意を得

られた方に区から連絡を取り、自殺未遂者支援を実施しています。 

 支援に拒否的な方もいますが、保健師が電話を掛け、訪問し、連絡 

を繰り返すことで、再度自殺企図を行うことがないよう相談をするとと 

もに内容に応じて、関係部署や関係機関につなげ、生きづらさの軽減 

につながるよう支援をしています。 
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基本施策２ 地域におけるネットワークの強化 

基本施策２  地域におけるネットワークの強化 

（１）地域におけるネットワークの強化 

●誰も自殺に追い込まれることのないまちづくりに向けて、区民、関係団体、関係機関、行政な

ど、多様な主体・分野が協働・連携し、自殺対策を総合的に推進するための地域ぐるみのネッ

トワークを強化します。 

●「江東区自殺対策ネットワーク会議」を設置。区と関係機関等が自殺対策の情報の共有を図る

とともに、有機的な連携のあり方なども検討します。 

●医療機関等と自殺未遂者に対する情報を共有し、支援につなげる体制作りを目指します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

「江東区自殺対策

ネットワーク会

議」の運営 

保健予防課 

「自殺対策ネットワーク会議」を設置。区役所と関係機関

等が自殺対策の情報の共有を図るとともに、有機的な連携

のあり方なども検討します。 

地域精神保健福祉

連絡協議会 
保健予防課 

地域における精神保健福祉を総合的かつ効果的に推進す

るため年１回協議会を開催しています。精神保健に関する

事項について関係機関・部署と現状の課題を共有し、連携・

協力体制づくりを行っています。 

孤独・孤立対策連

携会議 
福祉課 

「地域のつながり」「地域と行政のつながり」「行政内部

のつながり」によって孤独・孤立に対する包括的な支援体制

の構築を目指しています。 

地域ケア会議推進

事業 
地域ケア推進課 

多職種協働のネットワークのもと、地域包括ケアシステ

ムの構築を推進し、高齢者を取り巻く様々な地域課題を検

討するため、個別課題検討型・地域課題検討型・政策提言型

の３層構成となる地域ケア会議及び江東区地域包括ケア全

体会議を実施しています。 

地域自立支援協議

会運営事業 
障害者施策課 

障害児・者が地域で自立した生活ができる社会の実現に

向け、福祉サービスの連携や支援の体制に関して協議して

います。 
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（２）庁内の連携・ネットワークの強化 

●庁内各部署において、困難を抱える人への相談にのるとともに、自殺対策の総合的な推進に向

けて、分野横断的な連携・支援体制づくりを強化します。 

●「自殺対策庁内連携会議」を設置。庁内関係部局間で自殺対策の情報共有と連携を図るととも

に、自殺対策の総合的な実施について協議します。 

 
■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

「江東区自殺対策

庁内連携会議」の

運営 

保健予防課 

「自殺対策庁内連携会議」を設置。庁内関係部局間で自殺

対策の情報共有と連携を図るとともに、自殺対策の総合的

な実施について協議します。 

地域包括支援セン

ター運営事業 
地域ケア推進課 

区内21か所に長寿サポートセンター（地域包括支援セン

ター）を設置し、総合相談、権利擁護、介護予防、包括的・

継続的ケアマネジメント、地域のネットワーク構築などを

実施しています。相談対応をする職員に対し、連絡会や研修

等を通じて自殺対策にもつながる情報提供等を適宜行って

います。 

生活保護事業 
保護第一課 

保護第二課 

生活保護受給者に対して、生活扶助のほか７つの扶助事

業や、都の法外事業として被保護者自立促進事業を実施し

ています。 

ケースワーカーにゲートキーパー研修を受講させるとと

もに、受給者の状況に応じて、医療機関、学校、庁内関係各

課との連携を進めています。 

生活困窮者自立相

談等支援事業 

保護第一課 

保護第二課 

生活保護に至る前段階における支援として、総合相談窓

口で自立支援を行っています。 

離職により住宅を失った、もしくは失うおそれのある生

活困窮者に対して家賃補助、就労支援を行うとともに、住居

のない生活困窮者に対し、一定期間宿泊施設や衣食の提供

を行っています。 

支援ネットワーク会議を開催して他事業との連携を進め

ています。 

相談支援員がゲートキーパー研修や東京都主催の自殺念

慮の高い方への支援に関する研修を受講し、自殺予防の視

点をもって相談に臨んでおり、相談内容により、他の適切な

相談窓口や支援先の紹介などを行い、必要に応じて同行も

行っています。 
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基本施策３ 自殺対策を支える人材・取組の育成・支援 

基本施策３  自殺対策を支える人材・取組の育成・支援 

（１）様々な職種を対象とする研修・支援 

●身近な人の不安や悩み、困難に気づき、支援機関につなぐことができるよう、様々な職種を対

象とした研修・支援を行います。 

●区では平成22年から区職員等を対象にゲートキーパー研修を実施してきました。自殺対策にお

ける「ゲートキーパー」とは、自殺のサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のこ

とをいいます。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

ゲートキーパー養

成研修事業 
保健予防課 

区全体で自殺対策に取組むため、区職員、関係機関等に対

するゲートキーパー養成研修や、中小企業及び区民に対す

る自殺予防啓発事業を実施しています。 

今後も、区職員、関係機関、区民等に対するゲートキーパ

ー研修の受講と啓発を推進します。 

相談・支援業務に携わる職員向け「自殺予防対策マニュア

ル」の整備を進めます。 

職員安全衛生事業 職員課 

ストレスチェックの実施やメンタルヘルスに関連する安

全衛生講習会の実施、産業医・カウンセラー・保健師による

面談、相談窓口の案内など各種相談事業を実施しています。 

職員研修事業 

職員課 

職員の能力開発と、全体の奉仕者としてふさわしい人格、

見識を培うため、職層等に応じて各種研修事業を実施して

います。 

また、メンタルヘルス不調者に早期対応できる職場づく

りを目指すため、部下の行動からストレスサインを読み取

る方法やメンタルヘルス不調者へのサポート方法・対処方

法を理解し、職員の心身の健康管理やストレスマネジメン

トを適切に行う能力の習得を図っています。 

指導室 

指導力の向上に向けて、校長会、副校長会においては、メ

ンタルヘルスの視点での教員育成について、初任者・新規採

用教員研修会においては、メンタルヘルスを扱った研修を

実施し、相談先についても周知を図っています。 
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（２）区民を対象とする研修・支援 

●身近な人の不安や悩み、困難に気づき、支援機関につなぐことができるよう、区民に向けた研

修・支援を行います。 

●区では平成22年からゲートキーパー研修を実施してきました。 

対象者は区職員の他、区内医療機関や高齢者・福祉施設の職員、一般区民や区内企業の勤務者

など、多岐に渡ります。 

●今後も区内の医療機関や高齢者・福祉施設等で働く方にゲートキーパー研修を実施し、支援に

携わる人のゲートキーパーの更なる養成と質の向上に努めていきます。 

●区の講座や教室を通して、人権や介護に関する区民の理解促進を図り、自殺予防につなげます。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

ゲートキーパー養

成研修事業 

【再掲】 

保健予防課 

区全体で自殺対策に取組むため、区職員、関係機関等に対

するゲートキーパー養成研修や、中小企業及び区民に対す

る自殺予防啓発事業を実施しています。 

今後も、区職員、関係機関、区民等に対するゲートキーパ

ー研修の受講と啓発を推進します。 

人権学習事業 人権推進課 
人権に関する現代的課題を取り上げた学習講座を開催し

ています。 

高齢者家族介護教

室事業 
地域ケア推進課 

高齢者の家族介護者に向けて、介護の知識や技術の習得

を通じて、介護負担感の軽減を図るための教室を開催して

います。 

  



 

36  

基本施策４ 区民への相談支援と周知・啓発 

基本施策４  区民への相談支援と周知・啓発 

（１）多様な相談支援体制の強化 

●不安や悩み、困難を抱えている人と、その周囲の人たちが、早期に適切な相談を受けられるよ

う、相談支援体制の強化を図ります。 

●「自殺対策庁内連携会議」で有機的な庁内連携のあり方について検討します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

精神保健相談事業 保健相談所 

何もする気がおきない、眠れない、閉じこもっていて仕事

に行けないなど、こころの問題で悩んでいる方およびその

ご家族に対して、専門医による個別相談を実施しています。 

個別の相談において、その疾患に関わることだけでなく、

家庭生活や経済面など、困難な状況がある方には他の相談

窓口や支援先の紹介などを行います。 

また、家族向けの相談教室やデイケアも実施しており、利

用者には継続した支援を行っています。 

酒害相談事業 保健相談所 

長年の飲酒習慣を振り返り、アルコールに依存しない生

活や人との付き合い方を語り合うアルコールミーティング

を実施しています。また、家族向けの学習や対応の仕方を学

ぶ教室も実施しています。 

個別の相談において、その疾患に関わることだけでなく、

家庭生活や経済面など、困難な状況がある方には他の相談

窓口や支援先の紹介などを行います。 

思春期精神保健相

談 
保健相談所 

思春期にある方とそのご家族に対して、専門医による個

別相談を実施しています。 

気になる症状や疾患に関わることだけでなく、思春期の

発達の特徴や学校生活や家庭生活などもふまえて、助言や

他の相談窓口、支援先の紹介などを行います。 

高齢者精神保健相

談 
保健相談所 

高齢期にある方とそのご家族に対して、専門医による個

別相談を実施しています。 

気になる症状や疾患に関わることだけでなく、高齢期の

特徴や身体的な疾患、生活環境などもふまえて、助言や他の

相談窓口、支援先の紹介などを行います。 
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事業名 担当課 事業内容 

妊娠出産支援事業 

【再掲】 
保健相談所 

助産師等による妊婦の面接、育児グッズの配布、産後ケア

事業（ショートステイ・デイケア・乳房ケア）を実施してい

ます。 

面接では妊婦の状況を確認、必要時には妊娠中から支援

を開始、サービス等の利用につなげています。 

産後ケア事業を利用する場合にも、申し込み時に不安の

有無を確認するとともに委託施設との連携などを行い、必

要な支援につなげます。 

また、児童虐待ハイリスクの妊婦・母子に対しては、母体

回復・育児指導等を目的とした支援を実施しています。 

妊婦初回産科受診

料助成事業 

【再掲】 

保健予防課 

令和５年11月より、ゆりかご面接を受けた住民税非課税

世帯（生活保護受給者・支援給付者を含む）または、同等の

所得水準にある世帯の方について、妊娠判定のために産科

を受診した際にかかった自費の診断費用に対して、１万円

を上限に助成しています。 

新生児･産婦訪問

指導事業 

【再掲】 

保健相談所 

新生児とその産婦に対する家庭訪問指導を行います。 

訪問時に産婦の育児の状況や家庭状況等を詳しく伺い、

育児支援チェックリストやＥＰＤＳなどを用いて、うつ症

状などの心配がないかを確認し、地区担当保健師が他機関

と連携しながら継続支援を行います。 

乳幼児健診 保健相談所 

すべてのお子さんを対象に定期乳幼児健診を行っていま

す。お子さんの成長発達の確認だけでなく、保護者の心配事

や生活状況も確認しており、必要な方には相談対応や他の

相談窓口を紹介するなど、継続した相談を行っています。 

家庭訪問型子育て

支援事業（ホーム

スタート） 

【再掲】 

江東区社会福祉協

議会 

初産婦の方や未就学児（６歳以下）のいる子育て家庭の孤

立防止、育児不安の軽減、虐待予防を目的に、オーガナイザ

ーがマネジメントを行い、トレーニングを受けたホームビ

ジター（ボランティア）が週１回程度、計６回（妊娠中の方

の場合は４回）訪問し、「傾聴」や「協働」を通じて支援活

動を行っています。 

子育て相談など育

児に関する相談事

業 

【再掲】 

保健相談所 

子育てに関する不安や悩みのある保護者を対象に、個別

またはグループによる相談を実施しています。心理相談員

からの助言や、必要時には他の相談窓口や支援先の紹介な

どを行います。 
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事業名 担当課 事業内容 

子育て援助活動支

援事業（ファミリ

ー・サポート・セン

ター事業） 

【再掲】 

こども家庭支援課 

就学児の預かり等の援助を受けることを希望する人と援

助を行うことを希望する人との相互援助活動に関する連

絡・調整を行う事業です。 

育児の手助けを必要としている人の援助を行うことで、

自殺リスクの軽減を図ります。 

栄養相談事業 保健相談所 

離乳食相談や疾病の食事療法等、各個人に適した食生活

の指導や相談を実施しています。 

個別の相談において、食事の状況に関わることだけでな

く、家庭生活や経済面など、困難な状況がある方には他の相

談窓口や支援先の紹介などを行います。 

歯科相談事業 保健相談所 

歯科相談時の問診票等を用いて心配事の有無を確認して

おり、必要な方には相談対応や他の相談窓口を紹介してい

ます。 

難病対策事業 保健相談所 

難病患者、家族が安心して地域療養生活が送れるよう療

養相談、訪問リハビリ、講演会を実施しています。 

個別の相談において、その疾患に関わることだけでなく、

家庭生活や経済面など、困難な状況がある方には他の相談

窓口や支援先の紹介などを行います。 

各種医療費や日常生活用具等の給付の申請受付と合わ

せ、健康状態や経済面など、困難な状況がある方には相談窓

口や支援先の紹介などを行います。 

生活困窮者自立相

談等支援事業 

【再掲】 

保護第一課 

保護第二課 

生活保護に至る前段階における支援として、総合相談窓

口で自立支援を行っています。 

離職により住宅を失った、もしくは失うおそれのある生

活困窮者に対して家賃補助、就労支援を行うとともに、住居

のない生活困窮者に対し、一定期間宿泊施設や衣食の提供

を行っています。 

相談支援員がゲートキーパー研修や東京都主催の自殺念

慮の高い方への支援に関する研修を受講し、自殺予防の視

点をもって相談に臨んでいます。相談内容により、他の適切

な相談窓口や支援先の紹介などを行い、必要に応じて同行

も行っています。 
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事業名 担当課 事業内容 

被保護者等就労準

備支援事業 

保護第一課 

保護第二課 

就労が著しく困難な生活保護受給者等に対して、就労に

必要な知識及び能力向上を図るための訓練を実施していま

す。 

支援員が東京都主催の自殺念慮の高い方への支援に関す

る研修を受講し、自殺予防の視点をもって相談を行ってい

ます。 

生活保護受給者等が自立の意義や喜びを知り生きがいを

見出すことで、自殺予防につなげています。 

母子家庭等自立支

援事業 
生活応援課 

ひとり親家庭の方々が経済的に自立できるように、就労

に役立つ資格取得やハローワークと連携した仕事探し・転

職を支援します。 

家庭・ひとり親相

談事業 
生活応援課 

（１）家庭内における親子・兄弟姉妹・夫婦関係（扶養・

相続・離婚・養育の問題等）の相談に応じます。 

（２）ひとり親家庭の方々が経済的に自立して、安定した

生活を送るために必要な修学資金や転宅資金等をお貸しし

ています。 

高齢者虐待防止事

業 
地域ケア推進課 

養護者（家族など）あるいは要介護施設従事者等による高

齢者に対する虐待についての相談・通報を受け、高齢者の権

利利益が侵害されたり、生命や健康、生活が損なわれないよ

う、各長寿サポートセンターと連携し、必要な支援及び防止

を行っています。 

ＬＧＢＴ等相談 

事業 
人権推進課 

性的指向およびジェンダーアイデンティティ（性自認）に

関する相談を実施しています。また、ポスターの掲示や、パ

ネル展、広報紙で相談窓口の周知や多様性への理解促進を

図ります。 

女性相談事業 

【再掲】 
生活応援課 

女性の問題一般に関する相談（ＤＶ、性暴力、妊娠・出産

期の相談など）に応じます。 

配偶者暴力防止等

相談事業（女性の

なやみとＤＶホッ

トライン） 

【再掲】 

生活応援課 
女性の生き方、ＤＶ、人間関係のトラブルなど、女性の

様々な悩みや不安の相談（必要に応じて面談）を行います。 
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事業名 担当課 事業内容 

配偶者暴力防止等

相談事業（法律相

談） 

【再掲】 

生活応援課 
月に３回、予約制で女性弁護士による女性のための法律

相談を実施しています。 

配偶者暴力防止等

相談事業（男性Ｄ

Ｖ電話相談） 

生活応援課 
月に１回、配偶者や恋人によるＤＶ被害に悩む男性を対

象とした電話相談を実施しています。 

人権相談 人権推進課 
名誉棄損や人権侵害に関する相談を対面にて実施してい

ます。 

中小企業雇用支援

事業 

【再掲】 

経済課 

中小企業の雇用支援策として、こうとう若者・女性しごと

センター事業を実施しています。新卒予定者・若者・女性等

を対象に研修やカウンセリングを行い区内中小企業へのマ

ッチングによる就職支援を行うとともに、企業向けコンサ

ルティングにより人材の定着を支援しています。また、内職

求人・求職の相談及びあっせんを実施しています。 

就職支援の一環として、月に２回、予約制で臨床心理士が

心の悩みを抱えた若年者等からの相談にのることができる

体制をとっています。 

消費者相談事業 経済課 

商品の購入や契約トラブル等、消費生活に関する相談活

動を行っています。 

多重債務に関する相談は、他の相談窓口や支援先を紹介

しています。 

国民健康保険料収

納業務 
医療保険課 

国民健康保険加入者に対する保険料の賦課及びその収納

を実施しています。 

国民健康保険加入者が災害・病気・リストラ等にあった場

合は一定期間保険料の減免を行います。また、滞納者に対し

て、本人の経済状況や家族状況を踏まえた細やかな納付相

談を行うとともに、滞納者が生活に困窮している場合には、

他の相談窓口や支援先の紹介を行います。 

権利擁護推進事業 地域ケア推進課 

権利擁護センター「あんしん江東」及び福祉サービス向上

委員会の運営を行っています。 

権利擁護センターでは、判断能力の不十分な方の福祉サ

ービス利用支援をはじめ、弁護士・司法書士による専門相

談、成年後見制度に関する相談・後見人等の申立て支援を実

施しています。 
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事業名 担当課 事業内容 

地域包括支援セン

ター運営事業 

【再掲】 

地域ケア推進課 

区内21か所に長寿サポートセンター（地域包括支援セン

ター）を設置し、総合相談、権利擁護、介護予防、包括的・

継続的ケアマネジメント、地域のネットワーク構築などを

実施しています。相談対応をする職員に対し、連絡会や研修

等を通じて自殺対策にもつながる情報提供等を適宜行って

います。 

障害福祉サービス

等の提供 
障害者支援課 

障害のある人や難病の人が地域で安心して暮らすことで

きるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサー

ビスを提供しています。 

利用にあたっては、職員等が利用者の心身の状況をはじ

め、家庭生活や経済状況等を伺い適切なサービスに繋がる

よう相談支援を行っています。 

介護サービス利用

相談 
介護保険課 

介護保険制度の導入にあわせて設置された窓口で、サー

ビス利用を中心とした相談や苦情に対応しています。 

同窓口は、①利用者の権利擁護、②介護サービスの質の維

持・向上、③介護サービスの適正な確保を役割としていま

す。相談内容よっては、他の機関を紹介する場合もありま

す。 

子ども家庭支援セ

ンターの専門相談 
養育支援課 

区内８か所にある子ども家庭支援センターにおいて、こ

どもの発育やことばの悩み、親子関係について等、専門家に

よる相談を定期的に実施しています。 

隔月もしくは月に１度発達相談を実施し、保護者の気持

ちを受け止め、発達に対する理解を深めることで、自殺リス

クの軽減を図っています。 

心身障害者福祉手

当支給事業 
障害者支援課 

身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者、難病等で対象と

なる人に対し、手当を支給しています。 

手当の申請受付と合わせ、健康状態や経済面など、困難な

状況がある方には相談窓口や支援先の紹介などを行ってい

ます。 

障害を理由とする

差別の相談 
障害者施策課 

障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の相

談を実施しています。 
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事業名 担当課 事業内容 

障害者就労・生活

支援センター運営

事業 

障害者支援課 

地域における障害者の自立生活を支援するため、就労支

援、就労に関する生活支援、在宅福祉サービスの利用支援等

を行う就労・生活支援センターを運営しています。 

就労に関する相談を受ける中で、健康状態や経済面など、

困難な状況がある方には関連する相談窓口や支援先の紹介

などを行っています。 

障害者虐待防止事

業 
障害者支援課 

障害者虐待防止センターを設置し、虐待を受けている障

害者の保護及び養護者への支援、虐待防止のための啓発を

行っています。 

虐待（疑い）事案に関わる当事者、養護者に対し、虐待に

至る過程、背景まで確認することで、生活全般における諸問

題も併せて解決できるよう関係機関と連携して支援を行っ

ています。 

民生・児童委員活

動事業 
福祉課 

民生・児童委員が担当する地域に住んでいる方の生活上

の困りごとや介護・医療・子育ての不安などの相談を受け、

必要な支援を受けられるよう、区や長寿サポートセンター

などの関係機関につないでいます。 

地域福祉コーディ

ネーター 

江東区社会福祉 

協議会 

どこに相談したらいいかわからないとき、世代を問わな

い地域の身近な相談窓口となり、必要な支援につなげます。 

医療相談窓口事業 生活衛生課 

患者・家族と医療機関との信頼関係構築を支援するため、

専門相談員を配置し、診療所等に関する相談に対応してい

ます。医療に関する様々な相談に応じることで、必要な方に

は他の相談窓口や支援先の紹介などを行います。 

公害に関する 

苦情・相談 
環境保全課 

苦情の申立てに対しては、現地調査をし、東京都環境確保

条例またはその他公害関係法令の基準を守るよう発生源に

対する指導等を行い、解決と再発防止に努めています。 

職員のゲートキーパー研修受講を推進し、自殺防止への

認識の涵養を図ります。 

苦情対応においては、苦情対象の事象のみでなく、相談者

の日常生活の悩みにも気を配り、必要に応じて相談窓口や

支援先の紹介に努めます。 

区営住宅維持管理

事業 
住宅課 

区営住宅の維持管理を行っています。 

家賃の滞納が発生した際などは、日常生活の状況にも気

を配り、必要に応じて相談窓口や支援先へとつなぎます。 
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（２）各種メディア媒体を活用した啓発 

●各種メディアを活用し、自殺に関する相談窓口の周知をはじめとする情報提供と啓発を推進し

ます。 

●区では、ポスターやリーフレット、カレンダーを作成し、区役所窓口や区内中小企業への配

布、区報への記事掲載等自殺対策の啓発活動を推進します。 

●今後も、自殺対策強化月間（３月）、自殺予防週間（９月）などでの広報やリーフレット配布

先の拡大、イベントでの周知等に取り組んでいきます。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

自殺予防に関する

周知・啓発事業 
保健予防課 

自殺予防対策啓発ポスターや、「こころといのちの相談・

支援に関する窓口一覧」の冊子を作成・配布し、自殺防止に

向けた情報提供・啓発を行っています。 

自殺対策強化月間（３月）、自殺予防週間（９月）には、

区報に東京都の事業などを掲載しています。 

今後は特集を組む等、啓発方法を検討します。 

メンタルヘルス対

策カレンダー配付

事業 

保健予防課 

産業医の設置義務のない従業員50名未満の中小企業向け

のメンタルヘルス対策として、こころの健康カレンダーを

作成し、区内各事業に送付しています。 

母子健康手帳交付

事業 

【再掲】 

保健予防課 

母子健康手帳及び母と子の保健バッグの交付を行い、各

種健康管理についての情報提供や相談窓口の周知を行って

います。 

男女共同参画啓発

事業（広報紙 

「PalCato」の 

発行） 

【再掲】 

人権推進課 

広報紙「PalCato（パルカート）」を発行し、相談窓口の

案内等を掲載し、情報の周知及び男女共同参画の推進啓発

を図ります。 
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（３）区民向け講演会・イベント等の開催 

●区民向け講演会・イベント等の開催を通じて、不安や悩み、困難を抱えている人への相談窓口

の周知をはじめとする情報提供と啓発を推進します。 

 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

精神保健相談事業 

【再掲】 
保健相談所 

精神保健に関する講演会を実施しています。 

講演会においては参加者に各種相談の窓口案内を配布

し、周知・啓発の機会としています。 

青少年相談事業 

（こうとうゆーす

てっぷ） 

青少年課 

ひきこもりや不登校、仕事、人間関係など、概ね15歳から

40歳未満の方の幅広い悩みに対する総合相談の実施及び居

場所の提供を行います。 

当事者の方及びその家族や支援者を対象に、年３回、講演

会を実施しています。 

高次脳機能障害者

への支援 

障害者支援課 

障害者施策課 

高次脳機能障害に係る相談及び関係機関との地域ネット

ワークの構築に向けた支援機関連絡会や交流会、リハビリ、

講演会などを実施し、本人や家族が必要とする支援先に繋

いでいます。 

難病対策事業 

【再掲】 
保健相談所 

難病患者、家族が安心して地域療養生活が送れるよう療

養相談、訪問リハビリ、講演会を実施しています。 

講演会においては参加者に各種相談の窓口案内を配布

し、周知・啓発の機会としています。 

成人保健事業 保健相談所 

がんや生活習慣病に関する講演会を実施しています。 

講演会においては参加者に各種相談の窓口案内を配布

し、周知・啓発の機会としています。 

男女共同参画学習

事業（学習講座・講

演会の実施） 

【再掲】 

人権推進課 

男女共同参画意識の向上や自立に向けた支援、ＤＶ防止、

セクシュアリティについての理解促進などの講座を開催し

ています。 
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（４）学校・地域と連携した情報発信 

●学校・地域と連携し、相談窓口の周知をはじめ、自殺の防止や啓発に関する情報発信を推進し

ます。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

ワーク・ライフ・バ

ランス推進啓発事

業 

人権推進課 

仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやすい職場づ

くりなど、ワーク・ライフ・バランスの啓発を推進していま

す。 

健康増進事業 健康推進課 

江東区健康増進計画・江東区がん対策推進計画・江東区食

育推進計画に基づき、区民の健康増進に寄与する取組みを

推進し、その進捗状況を確認しています。 

ＰＴＡ研修事業 地域教育課 

ＰＴＡ役員・委員のスキルアップやＰＴＡ間の交流を深

めるため、基礎研修会や活動研修会などの研修事業を実施

し、ＰＴＡの活動の充実をめざしています。 

図書館管理運営事

業 
江東図書館 

多様な生き方・考え方や心の豊かさの醸成にアプローチ

できるよう、幅広いジャンルの資料を収集・提供していきま

す。 
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基本施策５ 生きることへの支援 

基本施策５  生きることへの支援 

（１）生きがいづくり・見守り 

●各種の生きがいづくり・見守りに関する取り組みを通じて、生きることの促進要因を増やす取

り組みを推進します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

高齢者地域見守り

支援事業 
長寿応援課 

一人暮らし高齢者等の社会的孤立や孤独死を防ぐため、

地域主体による高齢者の見守り体制の構築を支援していま

す。 

老人クラブ支援事

業 
長寿応援課 

老人クラブ及び老人クラブ連合会の運営費助成や友愛実

践活動への助成及び各種老人クラブ会員向けの事業を実施

しています。 

シニア世代地域活

動あと押し事業 
長寿応援課 

生きがいづくりに対する意識の高揚を図るとともに、健

康で生きがいを持った生活を送るため、シニア世代に対す

る社会参加や社会貢献活動に参加するための支援を行いま

す。 
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事業名 担当課 事業内容 

被災者支援事業 

江東区社会福祉 

協議会 

区内に避難している被災者に対し、生活相談、情報提供、

見守り（孤立感の緩和）、生活状況の確認のため、社会福祉

士、臨床心理士、ボランティアと共に戸別訪問を実施してい

ます。 

危機管理課 

保健予防課 

保健相談所 

区内に避難している被災者に対し、健康相談や戸別訪問

等を実施します。 

健康相談については、避難生活の中で気分の落ち込みな

どのうつ傾向のある方やひきこもり、アルコール依存傾向

など、こころの問題を抱える方を対象に、定期的に精神科医

による「こころの相談」を実施します。 

戸別訪問については、保健師による健康相談及び必要な

支援のコーディネイトを行うため実施し、必要に応じてこ

ころの健康相談の利用をすすめ、継続支援を行います。 

また、上記支援に資するために関係職員研修会及びスタ

ッフカンファレンスを開催します。 

ホームヘルプサー

ビス事業（ふれあ

いサービス） 

江東区社会福祉 

協議会 

区民一人一人が、住み慣れた我が家で安心して暮らせる

よう、地域の方々の協力を得て家事・介護のお手伝いを行

う、有償のボランティア活動を実施しています。 

精神障害者退院後

支援事業 
保健相談所 

平成30年３月厚労省より発出されたガイドラインに基づ

き、令和２年４月より新規事業として支援体制を構築。自傷

他害の恐れがある措置入院者に対し、ガイドラインに基づ

いて退院後支援計画を作成し支援を行います。定期的に専

門家を交えた事例検討会を開催し、計画の策定・評価を行っ

ています。 
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（２）多様な交流と居場所づくり 

●各種の生きがいづくり・見守りに関する取り組みを通じて、生きることの促進要因を増やす取

り組みを推進します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

青少年交流プラザ

管理運営事業 
青少年課 

青少年交流プラザの管理、情報提供及び青少年の居場所

づくりを行っています。 

保育園や児童館、高齢者施設との交流を実施し、学校とは

異なるコミュニティで自分の役割や有用性を見出し、自己

有用感の醸成等に寄与しています。 

保育園での読み聞かせ講座、ハロウィンイベントと青少

年交流プラザまつりで高齢者施設や児童館と交流を図って

います。 

また、小中高生に居場所を提供するとともに、職員に悩み

事を相談できる関係性を構築するため、ロビーワーク活動

を実施しています。 

青少年相談事業 

（こうとうゆーす

てっぷ） 

【再掲】 

 

青少年課 

ひきこもりや不登校、仕事、人間関係など、概ね15歳から

40歳未満の方の幅広い悩みに対する総合相談の実施及び居

場所の提供を行います。 

青少年交流プラザ内の居場所ルーム等で、ほっと一息つ

ける居場所づくりや、社会参加のサポートを行います。 

また、情報提供や連携強化のため、関係機関との関係者会

議を実施しています。 

児童・高齢者総合

施設管理運営事業 
長寿応援課 

児童・高齢者総合施設（グランチャ東雲）の管理運営及び

高齢者の健康維持等に資する講習会や、こどもとの交流機

会を提供するイベント等を開催しています。 
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（３）自殺未遂者・遺された人への支援 

●自殺未遂者への支援と遺された人への支援を通じて、生きることの促進要因を増やす取り組み

を推進します。 

●医療機関等と自殺未遂者に対する情報を共有し、支援につなげる体制作りを目指します。 

 

■区の主な関連事業 

 

事業名 担当課 事業内容 

自殺未遂者対策の

充実 
保健予防課 

医療機関等と自殺未遂者に対する情報を共有し、支援に

つなげる体制づくりを目指します。 

自殺未遂者支援 
保健予防課 

保健相談所 

令和３年11月より墨東病院の精神科医師の介入のもと、

二次医療圏である墨田区・江戸川区共通のシステムを構築。

自殺未遂により墨東病院へ救急搬送された方に対し、区で

の支援に同意した方の引継ぎを受け、必要な支援を行って

います。 

遺された方への情

報提供と支援の充

実 

保健予防課 

遺された方に対して各種相談窓口や支援に関する情報を

区ホームページを活用して提供するとともに、保健師等が

面接等を通じて適切な支援を実施していきます。 

ゲートキーパー養

成研修事業 

【再掲】 

保健予防課 

区役所職員や医療機関等職員に対するゲートキーパー研

修で、自殺未遂者への対応や残された方への支援をテーマ

とすることを検討していきます。 
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事業名 担当課 事業内容 

被災者支援事業 

【再掲】 

江東区社会福祉 

協議会 

区内に避難している被災者に対し、生活相談、情報提供、

見守り（孤立感の緩和）、生活状況の確認のため、社会福祉

士、臨床心理士、ボランティアと共に戸別訪問を実施してい

ます。 

危機管理課 

保健予防課 

保健相談所 

区内に避難している被災者に対し、健康相談や戸別訪問

等を実施します。 

健康相談については、避難生活の中で気分の落ち込みな

どのうつ傾向のある方やひきこもり、アルコール依存傾向

など、こころの問題を抱える方を対象に、定期的に精神科医

による「こころの相談」を実施します。 

戸別訪問については、保健師による健康相談及び必要な

支援のコーディネイトを行うため実施し、必要に応じてこ

ころの健康相談の利用をすすめ、継続支援を行います。 

また、上記支援に資するために関係職員研修会及びスタ

ッフカンファレンスを開催します。 
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第５章  計画の推進に向けて 

第１節  推進体制 

「自殺対策庁内連携会議」の設置 

副区長を会長として、関係部長等を構成員とする組織を設置。庁内各部署の連携を図り、全庁

的な自殺対策の推進に向けた調整を行うとともに、計画の進捗状況の確認を行います。 

 

「自殺対策ネットワーク会議」の設置 

区職員と関係機関代表からなる組織を設置。区役所と関係機関が自殺対策の情報の共有を図る

とともに、有機的な連携のあり方についても検討します。 

 

 

第２節  進行管理 

本計画はＰＤＣＡサイクルに基づいた進行管理を行っていきます。 

 

Ｐ（Plan：計画） 

Ｄ（Do：実施）  

Ｃ（Check：評価）  

Ａ（Action：改善） 
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資料編 

１  江東区自殺対策ネットワーク会議設置要綱 

令和３年３月１日 

２江健保第２３６３号 

（設置） 

第１条 江東区自殺対策計画（以下「計画」という。）に基づき、区と関係機関等が協同及び連携し

て自殺対策を総合的に推進するため、江東区自殺対策ネットワーク会議（以下「ネットワーク会

議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺の現状把握に関すること。 

(2) 計画に掲げる取組状況に関すること。 

(3) 関係機関等との協同及び連携に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、ネットワーク会議において必要と認める事項 

（組織） 

第３条 ネットワーク会議は、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、保健所長をもって充てる。 

３ 委員は、別表に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員２５名以内の者をもって組織

する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第５条 委員長は、必要に応じてネットワーク会議を招集し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その

職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴く

ことができる。 

４ ネットワーク会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 ネットワーク会議の庶務は、健康部保健予防課において処理する。 

（守秘義務） 

第７条 委員及びネットワーク会議に出席した者は、ネットワーク会議の事務に関して知り得た秘密

を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

別表（第３条関係） 

医療関係者、弁護士、警察関係者、江東区立小学校長会会長、江東区立中学校長会会長、民生委

員、児童委員、一般社団法人東京都江東産業連盟の代表者、江東区社会福祉協議会の代表者、経済課

長、青少年課長、地域ケア推進課長、障害者支援課長、保護第一課長、城東保健相談所長、深川保健

相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長、こども家庭支援課長、指導室長 
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２  江東区自殺対策ネットワーク会議委員名簿 

令和６年度 

 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

関 

係 

機 

関 

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター  医療サービ 
ス支援センター医療福祉相談室  課長補佐 飯塚 美乃 

江東法曹倶楽部 弁護士 増田 亨 

江東区医師会 東京下町クリニック院長 会津 安理 

江東区薬剤師会 理事 髙松 謙悟 

東京都立墨東病院 患者・地域支援センター 主任 渡邉 和美 

東京都立精神保健福祉センター 所長 石黒 雅浩 

ＮＰＯ法人 メンタルケア協議会 副理事長 西村 由紀 

城東警察署 生活安全課 防犯係長 久保 直人 

小学校長会 代表 
第一亀戸小学校 校長 中村 和弘 

中学校長会 代表 
第三亀戸中学校 校長 小林 一志 

江東区民生・児童委員協議会 
亀戸地区副会長 横山 國子 

東京都江東産業連盟 事務局長 柳澤 廣次 

江東区社会福祉協議会 総務課長 新居 賢児 

関 

係 

部 

署 

経済課長 小越 誠 

青少年課長 篠碕 修 

地域ケア推進課長 瀧川 久輝 

障害者支援課長 工藤 充 

保護第一課長 干泥 香 

こども家庭支援課長 鳥谷部 森夫 

指導室長 金指 大輔 

江東区保健所長 北村 淳子 

保健予防課長 吉川 秀夫 

城東保健相談所長 中野 雄一 

深川保健相談所長 藤田 友子 

深川南部保健相談所長 菊地 明子 

城東南部保健相談所長 関戸 佳子 
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３  江東区自殺対策庁内連携会議設置要綱 

令和３年３月１日 

２江健保第２３６４号 

（設置） 

第１条 江東区自殺対策計画の総合的な実施について協議するため、江東区自殺対策庁内連携会議

（以下「連携会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 庁内関係部署の情報共有及び連携に関すること。 

(2) 全庁的な自殺対策の推進に向けた調整に関すること。 

(3) 江東区自殺対策計画の進捗状況の確認に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、自殺対策の総合的な推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 連携会議は、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、健康部を担任する副区長をもって充てる。 

３ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

（運営） 

第４条 委員長は、必要に応じて連携会議を招集し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その

職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴く

ことができる。 

４ 連携会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第５条 連携会議の庶務は、健康部保健予防課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

別表（第３条関係） 

総務部長、地域振興部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、こども未来部長、

教育委員会事務局次長、保健予防課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所

長、城東南部保健相談所長  
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４  江東区自殺対策庁内連携会議委員名簿 

令和６年度 

区分 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

委員長 副区長 油井 教子 

委員 総務部 部長 杉村 勝利 

委員 地域振興部 部長 市川 聡 

委員 福祉部 部長 岩井 健 

委員 障害福祉部 部長 干泥 功夫 

委員 生活支援部 部長 大江 英樹 

委員 こども未来部 部長 堀田 誠 

委員 教育委員会事務局 次長 青柳 幸恵 

委員 健康部 部長 北村 淳子 

委員 健康部保健予防課 課長 吉川 秀夫 

委員 健康部城東保健相談所 所長 中野 雄一 

委員 健康部深川保健相談所 所長 藤田 友子 

委員 健康部深川南部保健相談所 所長 菊地 明子 

委員 健康部城東南部保健相談所 所長 関戸 佳子 
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